
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

弊社は、２０２０年６月２５日付にて「ＥＮＥＯＳ株式会社」に商号変更をいたしました。 

これまで同様「安全」と「コンプライアンス（法令遵守）」そして「地域の皆様との共生」を

最優先に製油所を運営してまいります。今後とも弊所操業へのご理解を賜りますよう、よろし

くお願い申し上げます。 

 

 

 

前号（５月１５日発行 うみねこ第９０号）でお知らせいたしました、本年度定期 

点検につきましては、現在、予定していた全ての点検作業を終え、点検が完了した 

装置から順次運転を再開しております。なお、全ての装置の運転再開が完了する時期

につきましては、当初計画よりも若干遅れ、８月上旬を見込んでおります。 

地域の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、なにとぞご理解いただきますよう、

お願い申し上げます。 

 

 

 

 依然、世界中で猛威を振るっている新型コロナウイルス感染防止のため、弊所では、以下の 

対策を実施しております。宮城県内においても、感染者が増加傾向にありますことから、引き 

続き、感染状況を注視しながら、取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 就業時間中における、建屋内でのマスク常時着用 

② 各自、日々の検温・記録 

③ うがい・手洗い・アルコール消毒の徹底 

④ 事務所勤務者を対象にした「テレワーク」の積極活用 

⑤ 事務所の換気（1 時間に 1 回、10 分程度窓を開放） 

⑥ 会議の人数制限および遠隔会議ツールの活用 

⑦ 社員食堂における喫食時間の分散化、食卓上に飛沫感染 

防止用のパーテーション（衝立）を設置 

⑧ 臨時入構者に対する、健康状態チェック 

⑨ ヘルスチェックカードの携行 

当所における新型コロナウイルス対策について 

本紙に関するお問合せは、仙台製油所地域交流室 フリーダイヤル：0120-330-201 

装置定期点検工事の進捗状況について 
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新社名「ＥＮＥＯＳ株式会社」になりました！ 

地域のみなさまへ～ 仙台製油所からのお知らせ 

ひたいにあてて、 

簡易体温測定！ 

指をあてて、 

ストレス状態確認！ 

社員食堂（パーテーション設置） 

ヘルスチェックカード 

https://www.eneos.co.jp/company/about/branch/sendai/local/brochure.html

